
名古屋青果株式会社の事業再編計画の概要

令和５年１月１７日

名古屋市中央卸売市場本場で青果物卸売業を行う名古屋青果株式会社は地方卸
売市場「名古屋西流通センター」を開設・運営する名古屋西流通センター株式会社の
発行済株式を100%取得し子会社化する。

今回の事業再編により、名古屋青果株式会社が名古屋西流通センターに設置する
加工・流通施設の拡充を機動的に実施することが可能となり、消費者ニーズに対応し
た商品の高付加価値化や物流体制の効率化を図る。

これらの取組により、加工・流通施設で取り扱う国産青果物の取扱額を増やし、生産
者の販売機会の確保や所得向上、経営の安定・発展に貢献する。

＜事業再編計画概要＞
【実施時期】 令和５年３月～令和９年３月

【目標】
（農産物流通等の合理化）
加工・流通施設で取り扱う国産青果物取扱額 R３年度：６億円→R８年度：８億円

（生産性の向上）
有形固定資産回転率 R３年度：7.5％→R８年度：8.8％

【労務に関する事項】
事業再編に伴う従業員の解雇等はない。
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